
 
◆総合事業のサービスの流れ◆

６５歳以上の市民

長寿介護課または地域包括支援センターへご相談ください。

介護保険の認定を申請

要支援１・２ 非該当

基本チェックリスト

地域包括支援センターの職員または介護支援専門員（ケアマネ）
が相談に応じ、必要なサービスなどを調整します。

＜使えるサービス＞

●訪問型サービス

●通所型サービス

●訪問看護、通所リハビリ

●住宅改修、福祉用具貸与

●一般介護予防事業
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